
東京有明医療大学動物実験実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 東京有明医療大学動物実験規則第40条に基づき、この実施要領を定める。 

 

（規則第２３条、記録の保存） 

第２条 実験動物の搬入、飼養保管、死亡等について施設等に常備する実験動物管理台帳（様式１）に

記録する。 

 

（規則第３０条、施設等の維持管理） 

第３条 施設等は常に清潔に保つとともに、施設等に備え付けられた機械・器具については適正に使用

する。 

２ 動物実験実施者が使用した機材等については、汚水処理漕および滅菌装置が設置されている場所に

おいて、動物実験実施者の責任において洗浄・滅菌を行うものとする。 

３ 滅菌装置（オートクレーブ、ガス滅菌器）他、施設等に備置の研究機器を使用する場合は、事前に

「施設等内研究機器使用届」（様式２）を、管理者に提出するものとする。提出された施設等内研究

機器使用届書は、公的研究支援室に保管する。 

 

（規則第３２条、危害防止） 

第４条 動物実験等に伴う動物の死体及び汚物、又は飼養中に死亡した動物の死体及び糞などの汚物類

は、動物実験実施者の責任において直ちにビニール袋に入れ、実験室に設置されているフリーザー内

に収納する。 

 

（規則第３３条、緊急時の対応） 

第５条 動物実験等中に災害等以下のような異常事態が発生した場合、発見者及び関係者は、応急措置

を取ると共に動物実験責任者に報告しなければならない。動物実験責任者は、事態の内容に応じて緊

急措置を行い管理者及び実験動物管理者に報告しなければならない。また動物実験責任者は、管理者

及び実験動物管理者と共に発生原因の究明、再発防止策を講じなければならない。 

（１）火災、地震等の災害時･･･直ちに動物実験を中止して自己の安全を確保する。 

（２）動物実験施設設備、機器故障･･･可能な範囲で応急措置を行い、関係者と協力し問題解決を図る。 

（３）軽度の負傷事故（切傷・捻挫等）･･･負傷者は、直ちに適切な手当を受ける。 

（４）重度の負傷事故（骨折・出血等）･･･関係者は、動物実験を中止し負傷者に応急処置を行い、救急

通報する。 

（５）動物実験等を原因とする感染事故･･･動物実験責任者は、他の従事者等での発症の有無を確認し、

必要に応じ医師の診察を受けるよう指示する。 

（６）薬物・薬品の紛失･･･毒劇物に該当する薬物・薬品の紛失を発見した場合、発見者は情報を収集し、

事務局総務部に通報する。 

（７）その他･･･東京有明医療大学危機管理規則に則り、事務局総務部に通報する。 



 

（規則第３４条、危機管理について） 

第６条 動物実験中のケガ、薬品や採材した血液などのサンプルの取り扱いには十分注意しなければな

らない。特に、動物アレルギーについてはアナフィラキシーなど命にかかわる可能性があるため、実

験開始前に対象となる動物に対するアレルギーを持っているか否かについて自主的に検査を受けるな

どして把握しておく必要がある。また、自己管理を十分に行い、動物実験中はアレルゲンとの接触を

最小限にすることを努めること。万が一、体調不良などを感じた場合は速やかに周囲の人に声をかけ

知らせること。動物の取り扱いに不慣れな者は熟練者の指導のもと実験を行い、咬傷事故等が起こら

ない様努める。 

 

（規則第３５条、インシデント・アクシデントの報告について） 

第７条 実験動物の逸走、動物数不足、咬傷、針刺しなどが発生した場合は、速やかに管理者及び実験

動物管理者に報告をすること。インシデント・アクシデントは動物実験委員会にて報告し、その対処

法を検討し、教育訓練にて関係者に共有する。 

 

（規則第３６条、人と動物の共通感染症の対応） 

第８条 動物実験等は、人間にとって危険な人畜共通感染症の病原体に接触する可能性を有するので、

こうした疾病の発生を未然に防止するため、施設等を利用する者は次の諸点を遵守また留意する。  

（１）専用のマスク、実験衣、手袋の使用  

（２）動物に接触する前後での手洗・消毒  

（３）ケージ、床敷きの定期的交換(1週間に2回以上) 

（４）汚物、死体の適切な処理  

（５）実験使用後の機器・資材の消毒・滅菌  

（６）動物に由来する血液・組織等の適切な取り扱い  

（７）施設等における飲食の禁止  

（８）外部からの侵入動物(ネズミ、ゴキブリ、ダニなど)の防除  

（９）飼養・実験関係の利用登録者以外の立ち入り制限 

（10）検疫の定期的実施(1年間に 2回以上) 

 

（規則第３７条、教育訓練） 

第９条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、東京有明医療大学動物実験規則第３５条に掲

げる教育訓練に参加しなければならない。 

 

（細則の改廃） 

第１０条 この実施要領の改廃は、動物実験委員会の審議を経て、行う。 



(様式1)

氏名（所属）

死亡日 備　考

実験動物管理台帳

飼養保管施設搬

入の有無

搬入日 入手先 動物種 系統等 飼育履歴等



(様式2)

  　　年　　月　　日

施設等内研究機器使用届

東京有明医療大学実験動物及び施設等

管理者　殿

　

（申請者） 所属

氏名 　　　㊞

１．使用期間 　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日

２．使用機器

（具体的名称を記載）

3．動物実験責任者

　　（所　属）


